
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

四

一

号

イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
に
よ
る
日
本
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
を
検
証
し
た
報
告
書
に
関
す

る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
に
よ
る
日
本
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
を
検
証
し
た
報
告
書
に
関
す

る
質
問
主
意
書

政
府
は
本
年
五
月
二
十
一
日
に
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
に
よ
る
日
本
人
人
質
事
件
の
検
証
委
員
会
が
ま

と
め
た
報
告
書
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と
す
る
。
）
を
発
表
し
た
。
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
「
人
質
の
救
出
の
可
能
性
を

損
ね
る
よ
う
な
誤
り
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

外
務
省
本
省
に
お
い
て
領
事
局
長
を
長
と
す
る
対
策
室
（
以
下
、
「
対
策
室
」
と
す
る
。
）
、
在
ヨ
ル
ダ
ン
日
本
国
大
使

館
内
に
あ
る
在
シ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
臨
時
事
務
所
に
お
い
て
臨
時
代
理
大
使
を
長
と
す
る
現
地
対
策
本
部
（
以
下
、
「
本

部
」
と
す
る
。
）
を
設
置
し
た
が
、
「
報
告
書
」
に
は
、
「
対
策
室
」
及
び
「
本
部
」
に
つ
い
て
は
、
活
動
内
容
を
詳
細
に

検
証
し
、
そ
の
課
題
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

イ
ス
ラ
ム
国
と
後
藤
健
二
氏
夫
人
の
間
で
実
際
に
行
わ
れ
た
、
メ
ー
ル
で
の
具
体
的
な
や
り
取
り
が
、
「
報
告
書
」
に
は

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
が
「
報
告
書
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
故
か
。

三

「
報
告
書
」
に
は
、
「
外
務
省
の
発
出
す
る
渡
航
情
報
は
、
法
的
拘
束
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
海
外
の
危
険
地
域
へ

一



の
渡
航
を
法
的
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
「
海
外
渡
航
の
自
由
」
と
の
関
係
も
あ
り
、
法
的
な
面
も
含
め
、
様
々
な
観
点
か
ら

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
よ
う
な
事
件
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
渡
航
の
自
由
に
対
し
て
、

邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
合
理
的
な
制
約
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
右
に
記
さ
れ
て
い
る
、
「
検
討
」
の
内
容
に
つ
い
て
い
つ
ま
で
に
結
論
を
出
す
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


